令和８年度　復興公営住宅住吉団地
建設用地造成工事設計業務委託　特記仕様書

第１条（適用範囲） 
（1） 本特記仕様書は穴水町（以下、「発注者」という。）の指示のもとに受注者が実施する『令和８年度　復興公営住宅住吉団地　建設用地造成工事設計業務委託』（以下「本業務」という。）に適用する。
（2） 本業務の遂行にあたっては、本仕様書によるほか、「穴水町業務委託契約約款」、「石川県設計及び解析業務委託共通仕様書」（令和５年１月 石川県土木部、石川県農林水産部）、その他関係示方書及び調査職員の指示に従い実施するものとする。
（3） 本業務着手前に本仕様書を十分理解し、疑義が生じた場合は調査職員の指示によるものとする。
第２条（業務目的） 
本業務は復興公営住宅住吉団地の建設工事に際し、用地造成工事及び既設構造物の撤去に係る設計等を行うものである。
第３条（業務範囲） 
本業務の業務範囲は下記のとおり。
所在地　　　 鳳珠郡穴水町字中居地内
敷地面積　　4,318.68㎡　（別添用地平面図の着色部）
第４条（履行期間） 
本業務の履行期間は、契約締結日から令和８年１２月３１日迄とする。
第５条（業務内容） 
業務内容は下記のとおりとする。
（1） 用地造成に係る設計
（2） 既設構造物の撤去に係る設計
（3） 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第１項の規定による許可申請書類及び道路法第24条の規定による承認申請書類の作成
第６条（貸与資料） 
本業務の実施にあたり下記資料を貸与する。貸与期間は業務期間完了時までとする。
○穴水町災害公営住宅建設に伴う測量業務委託（中居地区）　成果物
〇住まいの復興に関する調査等業務報告書（住吉団地基本計画）
　　（報告書受領後貸与可）
第７条（成果品） 
提出すべき成果物及び部数は次に示す他、共通仕様書に掲げる内容をとりまとめるものとする。本業務は、電子納品対象業務である。なお、電子納品に関する基準は「石川県電子納品運用ガイドライン（石川県・令和４年４月）」（以下、「石川県ガイドライン」という。）による。
〇　設計成果物　各１部
· 業務報告書
· 設計図面（A3）
· 概算数量総括表
· 概算工事費設計書
· 概算工程表
· 関係機関協議記録
〇　第５条第３項に掲げる申請書類　各３部
· 申請書類（Ａ３，Ａ４）
〇　電子データ　１部
· 提出メディアはCD-RまたはDVD-Rとする
· 形式はdocx、pdf、sfc形式とし、また任意のCADファイル形式を格納すること
第８条（秘密事項の堅持） 
受注者は本業務に関する事項について機密を厳守し、無断で他に漏洩、利用してはならない。
第９条（業務の瑕疵） 
受注者は業務委託が完了し成果品引き渡し後といえども、成果品に誤り等が認められた場合には、速やかに受注者の責任において修正しなければならない。
第１０条（業務の終了） 
本業務は成果品を提出し、その成果の検査に合格したときに完了したものとする。
